
  従来規定 コロナ特例措置（厚⽣労働省事務連絡・ガイドライン） 
⽅法 A：集合 

（コロナ対応は当然） 
⽅法Ｂ：⼀部集合 ⽅法 C：集合（オンライン） 

知識習得型 e-learning① 22 時間 e-learning① 22 時間 e-learning① 22 時間 

技
能
習
得
型 

講義 

集合研修 A 8 時間 

web-講義② 
6 時間程度 
※個⼈ワーク
含む 

web-講義② 
6 時間程度 
※個⼈ワーク
含む 

討議 
解説 

集合研修 B 

2 時間程度 
技能 1：20 分 
技能Ⅱ: 90 分 
技能Ⅲ：30 分 

 
 
集合研修 C 
 
オンライン 

2 時間程度（シ
ステム設定、説
明等多少時間） 
技能 1：20 分 
技能Ⅱ: 90 分 
技能Ⅲ：30 分 

 
22時間のe‐learninng+8時間の集合研修

⇓
22時間のe‐learninng+6時間弱のweb講義+2時間程の集合研修

1

新型コロナ感染症対策を考慮した新しい健康サポート薬局研修の類型
（協会としては方法Ｂを中心に2020.11.01より再開いたします。）


